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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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題名／セーヌ川のほとり（F8号）　提供／大波 天久　中国書法研究院客員教授
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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます



仙台国税局事務センターのご案内
《仙台国税局からのお知らせ》

税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 澤村 正夫

　平成28年12月19日の最高裁大法廷で遺産分割について大変画期的な判断
が示されました。それは、『預貯金は遺産分割の対象となる』というものです。つ
まり、これまで預貯金は現金や他の遺産と異なり遺産分割の対象となっていな
かったということです。

　そもそも、遺産とは死後に残した財産、法律的には人が死亡当時持っていた
所有権･債権･債務をいいます。現金、銀行預金、不動産、動産、株式、ゴルフ会員
権などが含まれます。遺産としてすべての人に最も身近なものは、現金と預貯
金だと思います。これまでも実際の相続では、現金も預貯金も不動産も遺産の
すべてを含めて各相続人の取り分について話し合って遺産分割協議をしていました。この場合、相
続人全員の合意によって遺産分割協議がまとまれば全く問題はありません。しかし、相続人全員に
よる話し合いがまとまらず、遺産分割について家庭裁判所へ調停や審判手続を申し立てた場合に
は、かなり事情が変わっていました。
　つまり、家庭裁判所での遺産分割手続きにおいては遺産の範囲と遺産分割の範囲が異なってい
たのです。これまでは、預貯金は遺産の範囲には含まれますが遺産分割の範囲には含まれていませ
んでした。預貯金が遺産分割の範囲に含まれないということは、過去の判例によって預貯金は相続
人間の遺産分割協議を待つまでもなく相続開始によって当然に共同相続人がその法定相続分に応
じて個別に取得するということです。具体的には、父･母･子2人の4人家族で父親が亡くなった時点
で銀行預金については、母親が1/2、子供はそれぞれ1/4の預金を取得したこととなります。預金が
1,000万円の場合、母親500万円、子供A250万円、子供B250万円を取得したこととなります。理
論的には、各相続人が個別に分割協議がまとまる前に、銀行に対し自分の法定相続分の預金（母親
なら500万円）を銀行に行って払い戻すことが可能です。しかし実務においては、銀行は相続人間の
紛争に巻き込まれ責任を問われないように、各相続人からの払い戻しには応じていません。
　ここで問題となるのは、預貯金が遺産分割の対象とならない場合、預貯金による相続人間の不公
平を調整する機能を失うことです。例えば家庭裁判所での遺産分割手続きでは、母親は不動産の居
宅部分を相続するので預金は少なめ、子供Aは居宅以外の不動産のすべてを相続するので預金は
ゼロ、子供Bは預金だけを相続するので預金は多め、といった具合に最も使い勝手の良い預貯金で
分割割合を調整することができなかったということです。また、特定の相続人に被相続人から多額
の金銭が生前に贈与されていたときにはその贈与された金銭も含めて分割割合を計算する場合が
あります。その時に、預貯金が遺産分割の対象とならないと、思わぬ不公平が相続人の間で生じて
しまうこととなります。

　そこで今回最高裁大法廷で遺産分割について、預貯金も他の遺産と同じく遺産分割の対象とな
るとの判断が示されたことは、遺産分割手続き全体の流れの中でより柔軟に分割協議が行われ、も
し家庭裁判所の調停や審判手続に移行した場合にも円満な解決につながるものと考えられます。

税のミニ通信 遺産の範囲と遺産分割の範囲
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法人税確定申告書の添付書類「法人事業概況説明書」に、次のことを記載しましょう。

①法人会に加入していること
　　以前、法人税確定申告書に貼付していた「会員証」に代わるものです。

②自主点検チェックシートを作成していること
　法人会では、企業の税務コンプライアンスの向上のための取組として「自主点検チェックシート」（国税庁
後援）の活用を推奨しています。「自主点検チェックシート」を作成している場合は記載して下さい。
　「自主点検チェックシート」は、事務局や決算申告説明会で配付しております。また、郡山法人会ホーム
ページからダウンロードできます。

法人会員の皆さまへのお知らせ

② ①
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自主点検チェックシート 郡山法人会 会員

（役職名）郡山法人会 ※

（役職名）

営業時間 開店　　時　　閉店　　時

毎週（毎月）　　曜日（　　日）定 休 日
※理事、○○委員、○○支部幹事、○○部会幹事など

表 裏



　経営塾第２回例会「テーマ：自社の経営
計画について」を７月１２日に郡山法人会館
で開催した。
　はじめに幕田塾長より「本日は経営計画
の作り方を学んでもらい、自社に持ち帰っ
て経営のヒントにしていただきたい」とあ
いさつ。
　今回は２部構成での講義。宗像運営副委
員長より、第１部では、中小企業基盤整備機構ホームページを見ながら経営計画について解説。中小
機構では、創業から事業再生、災害対策などのセーフティーネットまで、中小企業のライフステージ
や課題に合わせた支援体制を整えている。その中から経営計画の必要性や効果、作り方のポイント
について学んだ。
　その後、各グループに分かれ、経営計画作成のために自社の強み・弱みなどについて再確認し、他
の塾生の考えを参考にしながら経営計画についてディスカッションした。
　続いて第２部のテーマは、損益分岐点について。経営計画を作るにあたり、最終的に企業の目標は
利益を出すこと。売上目標を立てるにあたり、今の会社の現状からするといくらなら利益が出るか、
もしくは赤字になるかを考え、損益分岐点を知ることが大切になる。例題を使用し、グループで話し
合いながら理解を深め、代表者に感想を発表していただき、例会を終えた。
　次回開催は、９月１６日に視察研修会を実施いたします。途中入塾大歓迎です。入塾ご希望の方は
事務局までご連絡ください。

経営塾 平成２９年度 第２回例会開催経営塾 平成２９年度 第２回例会開催

　７月１８日、平成２９年度第２回理事会を郡
山ビューホテルで開催した。役員改選後初
の理事会であり、伊野勝彦会長が「会員増
強、福利厚生制度の推進を図り組織の強
化に向け、今まで以上に役員のみなさまの
協力をお願いしたい。」と所信表明をした。
また、７月の定期異動で新着任された、郡
山税務署の菊地荘助署長に、ごあいさつ
をいただいた。
　議事では、委員会構成の承認について、各委員会構成（案）を上程し異議なく承認された。報告事
項については、法人会活動について理解を深めていただけるよう、法人会の現況について報告し
た。また、青年部会の幕田宙晃部会長、女性部会の小林裕子副部会長より今後の活動について報告
があった。

第２回 理事会開催第２回 理事会開催

レクチャーする宗像運営副委員長 ディスカッションする参加者

郡山税務署 菊地署長第２回 理事会
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　地域社会貢献活動の一環として、平
成２８年度・消防庁優良少年消防クラブ
表彰で総務大臣賞を受けた船引南小
学校に対する記念品贈呈式が６月２３日
に行われた。
　船引南小学校少年消防クラブは、
地域消防団との合同巡回などで地域
防災活動を積極的に展開している点
が評価され表彰された。これを受け、
石井辰男田村支部長（右より2人目）と
佐藤利男船引地区長（右より3人目）よ
り、生活科や総合学習で野菜栽培を行
う際に活用してもらおうと、耕運機を
先崎力男校長（左より1人目）と代表
児童に手渡した。

船引南小学校へ「耕運機」を寄贈船引南小学校へ「耕運機」を寄贈

船引南小学校へ耕運機を寄贈電子申告で
効率UP!
電子申告で
効率UP!

電子申告で
効率UP!
電子申告で
効率UP!

法人会 イータックス 検索法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

さらに詳しくは
WEBへ www.e-tax.nta.go.jp

e-Tax国税電子申告・納税システム

「e-Tax」なら国税に関する申告や
納税、申請・届出などの
手続がインターネットで行えます。

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

納税にはダイレクト納付が便利です！

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 
※届出書の提出から利用可能となるまで、
　1か月程度かかります。

納税にはダイレクト納付が便利です！

e-Taxを利用して
所得税及び復興特別所得税

の申告をすると
こんなメリットが！

添付書類の
提出省略（注）

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー

（注）法定申告期限から5年間、税務署
から書類の提出又は提示を求め
られることがあります。

国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば申告書を作成することができます。
作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを準備すれば、自宅等の
パソコンからe-Taxで提出できます。ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の
提示又は写しの提出が不要です。

所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中はe-Taxが24時間利用※できます。

［所得税など個人の確定申告書を作成される方へ］

※メンテナンス時間
　を除きます。

マイナン
バー

カード

●法人会　e-Tax広告2017　B6/4C
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